
■令和5年10月1日付 道路運送法改正後の新規認可（認可変更）手続きイメージ

①内容の検討 ②交通会議 協議 認可申請

今までの手続きの流れ

今後の手続きの流れ

①内容の検討 ②交通会議 書面協議
（運賃以外）

③運賃に関する
パブリックコメント

④交通会議小委員会（書面）
（運賃のみ）

※協議主体となる者（4者）
(1)市 (2)申請路線の運行事業者
(3)埼玉運輸支局長 (4)住民代表

認可申請

議題１別紙資料

・道路運送法改正により、新規認可（認可変更）の際に該当路線の「運賃」について、『広く一般
に意見募集をした上で』『関係者のみで協議する』ことが必要になりました。
※（参考）今回のバス停移設に係る運賃の変更等は想定しておりません

・運賃部分の協議主体となる委員皆様には別途、小委員会開催の御連絡をさせていただきます。

並行実施
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